
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松江市教育委員会

松江市で 教育実習を 希望される方へ 

　　　　　　　　　　　　　―松江市立学校における教育実習手続要項(令和 9年度教育実習用)より― 
 

１ 松江市で教育実習をするための要件として以下の二点があります。要項の１ 

　　①　実習を希望する学生(以下実習生)の帰省先が松江市内にあること。 
　　②　実習を希望する学校が実習生の卒業校であること。 

※いずれかまたは両方が該当しない場合は下記連絡先に相談ください。 

２ 実習生は、手続きに入る前に、実習校に連絡をして内諾を得てください。要項の２ 

　　実習にかかる手続きは、実習校の内諾を前提として進めていきます。 

３ 実習生は内諾を得たら、松江市教育委員会に電話連絡をしてください。要項の２ 

　　内諾を得たら下記担当まで速やかに電話連絡をお願いします。 

４ 実習生は、大学及び松江市から必要書類を入手し、実習手続きに入ってください。　要項の２-（１） 

　　大学から①「教育実習依頼書」②「実習内諾書」２つの書類を受け取ってください。 
松江市の書類については松江市ホームページの以下のリンクから入って、①「松江市立学校における

教育実習手続要項」②「教育実習登録カード(様式１)」をダウンロードしてください。 
トップページ→「子育て・教育」→「教育委員会」→「教育実習」 

５ 実習生は、実習校訪問を行い、正式な実習依頼をし、内諾を得てください。　要項の２-（２）（３） 

　　「教育実習依頼書」で正式に実習をお願いし、「実習内諾書」の記入(押印)をお願いしてで内諾を得
てください。 

６ 実習生は、大学に以下の関係書類を提出してください。　要項の２-（４） 

　　①教育実習手続要項１部　②実習内諾書１部　③教育実習登録カード(実習生記入済)２部 
　　※以上で実習生が行う手続きは終了です。この後は大学が手続きを行います。 

７ 手続きが完了しているかどうかは大学の実習窓口に確認してください。　要項の３-（２） 

　　※上記２～６について、実習予定年度の前年度末(３月)までに行うようにしてください。 

８ その他 

　　(１)　松江市では教育実習にかかる費用の徴収および実習にかかる謝礼の受領等はいたしません。た
だし、給食費など個別にかかる経費については別途徴収されます。実習前の相談の際に確認して

ください。　要項の４-（１） 

 
　　(２)　実習前より健康管理に留意し、もし感染症・けが・事故その他の事情により実習ができなくな

った場合は、まず大学に連絡し、大学の実習担当から実習校と松江市教委に連絡をするようにし

てください。ただし、実習当日の事故等、緊急の場合は実習生から直接実習校に連絡してくださ

い。　要項の４-（２） 
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島根県立大学および島根大学総合理

工学部の方はこの限りではありませ

ん。各大学でご確認ください。


